
令和８(2026 ) 年度 - 令和 17 (2035 ) 年度

基本構想
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 将来図　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 

１．将来像
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下諏訪町は、これから始まる１０年間の将来像として、これまで継承してきた「小さくてもきらりと光る

美しいまち」を掲げ、「人の輪　自然と文化の和　幸せ実感しもすわ」の副題のもと、町の魅力を最大限

に生かしつつ、町民一人ひとりが心豊かに暮らせるまちづくりを進めます。 

 

私たちを取り巻く環境は、人口減少・少子高齢化による変化と課題に直面する中、社会情勢が複雑

かつ目まぐるしく変動し、将来の予測が困難な状況となっています。しかし、そのような激動の時代だか

らこそ、町民が内面的な豊かさを実感しながら、安心して安全に暮らせることを大切にし、住み続ける

ことに誇りが持てるまちづくりが求められます。 

 

私たちの町は、長い歳月をかけて培われた美しい自然や天恵の温泉があり、観光資源に恵まれて

います。また、諏訪大社の門前町として栄えてきた歴史や、多くの人々の手で受け継いできた伝統・祭

り文化、ものづくりの町として高めた技術力などを背景に、人を迎え、交流し、地域で支え合うことを力

にして、活力ある地域を築いてきました。 

 

将来像では、これからも下諏訪町らしさを大切にした「きらりと光る美しいまち」を目指すとともに、

ありたい姿として、町の魅力をさらに高め、人と人、人と資源など様々なつながりを大切にしながら、  

暮らしの中で幸せを実感していくことを「人の輪　自然と文化の和　幸せ実感しもすわ」と表現してい 

ます。 

 

町民一人ひとりの個性が輝き「住み続けたい、住んで良かった」と実感できるまち、住みやすさを向

上させ「住んでみたい」と移住者に選ばれるまち、風土を守り愛着を育て、町で育ったこどもたちが

「帰ってきたい」と感じるまちづくりを進め、町民・地域・行政が一体となり連携を深めながら取組を推

進し、伝統と革新を共存させ、未来につながる魅力ある下諏訪町を目指します。 

 

 

 

 

 

～人の輪　自然と文化の和　幸せ実感しもすわ～
「小さくてもきらりと光る美しいまち」
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２．基本理念
   下諏訪町では、町民の皆さんと一緒に、よりよい町を築いていくための指針として、平成５年に町民

憲章を制定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８次総合計画においては、町民憲章の精神をすべての施策に通ずる基本理念とするとともに、今

後、環境保全、教育環境の充実、子育て支援や福祉の推進、産業振興、観光資源の活用、防災対策

など幅広い分野で展開する各種施策をまとめた５つの「施策の大綱」の軸として掲げ、将来像の実現

を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（平成５年１月１日制定）

下諏訪町は

　美しい高原と湖に囲まれ、天恵の温泉と古きよき伝統文化をもつまちです。

　わたくしたちは、このふるさとを愛し育んできた先人の努力に学び、地球的視野にたって、

　更によりよいまちづくりをめざし、ここに町民憲章をかかげます。

わたくしたちは

　自然やもののいのちを大切にし、美しく豊かなまちをつくります。

　進んで教養を深め、かおり高い文化を創造するまちをつくります。

　心身をきたえ、たくましく明るい健康なまちをつくります。

　仕事に誇りをもち、産業の栄える活力あるまちをつくります。

　思いやりの心をもち、うるおいと安らぎのある住みよいまちをつくります。

下諏訪町民憲章

１．自然やもののいのちを大切にし、美しく豊かなまち

２．進んで教養を深め、かおり高い文化を創造するまち

３．心身をきたえ、たくましく明るい健康なまち　

４．仕事に誇りをもち、産業の栄える活力あるまち

５．思いやりの心をもち、うるおいと安らぎのある住みよいまち

自然環境・生活基盤

教育環境・文化振興

健康づくり・福祉の推進

産業振興・人材活躍

安全・相互理解・連携
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下諏訪町総人口と年齢３階層別人口推計　　（「下諏訪町人口ビジョン（令和７年度改訂版）」より） 

■下諏訪町推計人口（総人口）（社人研推計　２０２３年３月） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■下諏訪町目標人口推計（総人口） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
３．将来人口

   国は２００８年､長野県は２０００年から人口減少傾向となりました｡町の総人口は１９８５年頃から人

口減少傾向に入り､国や県と比べると１５～２３年ほど早く人口減少が始まっています｡国立社会保障･

人口問題研究所（以下「社人研」という。）推計を用いた人口推計では､２０７０年には町の総人口は

約８，０００人となり､ピーク時の３割弱の人口となることが予想されています｡ 

町の目標人口推計では､合計特殊出生率を今後１０年間、２０３５年まで｢1.45｣で維持､その後２０

５０年の｢1.64｣を経て､２０７０年までに国民の希望出生率である｢1.80｣へ上昇すると想定するとと

もに､社会増減についても２０３５年頃に転出入が均衡し､その後転入が続くことを想定して算出して

います｡
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■下諏訪町目標人口推計（年齢 3 階層別人口比率） 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
目標人口

   中長期的な視点で人口減少に歯止めをかけるため、切れ目のない支援により、若者が希望どおり

結婚し、出産、子育てができる環境を整える施策を実施します。また、移住・定住施策を積極的に推進

するとともに、町民の生活満足度の向上を図る施策を展開し、前期基本計画が満了する５年後、後期

基本計画及び第８次総合計画が満了する１０年後の町の目標人口を、下記のとおり設定します。

   令和７年 
  （２０２５）

  令和１２年 
  （２０３０）

  令和１７年 
  （２０３５）

 
    人 口 　　17,836 人 　　16,500 人 　　15,200 人

 
  年少人口比率 　　  9.7％ 　　  9.1％   　　8.8％

   生産年齢人口比率  　 51.1％ 　  50.2％   　49.5％

   高齢人口比率 　  39.3％   　40.8％   　41.8％

実績 推計
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４．土地利用構想

 限られた資源であり、日常生活や経済活動の共通基盤で

ある町土の利用は、総合的かつ計画的な視点から、将来の人

口や産業の推移に応じて、公共の福祉を優先しつつ自然、社

会、経済、文化などに配慮することが必要です。 

町では、令和６年（２０２４）４月に国土利用計画第３次下諏

訪町計画を策定し、今後の土地利用の方向性を定めるととも

に、各種個別計画により多角的な視点をもって土地利用を進

めています。第８次総合計画においては、次の方針を土地利

用構想として掲げます。
 

【1】自然景観の保全 

美しい山と湖、高原が織りなす四季折々の風景を大切にし、人と自然がともに生きる環境づくりを

進めます。 

【2】歴史的景観と街並みの保全 

歴史的な伝統文化によって形成され、生活の情緒が溢れる街並みの景観を守りつつ、未来に続く

まちづくりとの調和を図ります。 

【3】個別計画の適正運用 

国土利用計画及び都市計画を適正に運用することで、町土の均衡ある発展と公共の福祉の増進

を図ります。 

【4】産業の集積と生活環境の創出 

人口減少や高齢化などの社会構造の変化を踏まえ、都市機能や居住地の立地適正化を図り、 

活力ある産業の集積と、豊かでゆとりある生活環境の創出に取り組みます。 

【5】防災・減災対策 

災害に強く持続可能なインフラを計画的に整備し、安心で安全な地域づくりを推進します。 

【6】住民参加によるまちづくり 

町に暮らす人々が主体となり住民参加のまちづくりを行うことで、地域の活性化と将来の担い手の

育成を図るとともに、多様な主体が土地の適切な管理へ参画していく「町土の町民的経営」の取

組を推進します。 

【7】交通ネットワークの整備 

町内の回遊性を高め、歩いて楽しい、移動しやすく暮らしやすい交通ネットワークを形成します。 

【8】共生や環境に配慮した公共空間の創出 

ユニバーサルデザインの考え方を推進し、誰もが集い、ふれあえる居心地のよい空間を整備しま

す。また、環境負荷を最小限に抑える資源循環型のまちを創出し、良好な環境を次世代へ引き継ぎ

ます。

 
土地利用に関連する主な個別計画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 ■国土利用計画第３次下諏訪町計画　２０２４年度－２０３３年度 
■下諏訪町都市計画マスタープラン　２０２０年度－２０３５年度　 
■下諏訪町立地適正化計画　２０２５年度－２０４０年度　　　　　　　　■下諏訪町地域公共交通計画　２０２５年度－２０２９年度 
■下諏訪町景観計画　２０１２年８月策定　２０２４年３月変更　　　　■下諏訪町環境基本計画　２０２１年度－２０３０年度
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 施策の大綱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 町民憲章を軸に定めた５つの「施策の大綱」により、将来像の実現を目指します。

 施策の大綱１ 自然やもののいのちを大切にし、美しく豊かなまち 『自然環境・生活基盤』

 美しく豊かな自然環境や風土を守り、この貴重な環境を次世代に繋ぐとともに、将来にわたっ

て持続可能な土地利用と地域資源の利活用を通じ、安全で暮らしやすいまちづくりを進めます。 

 ●水や緑に恵まれた自然環境を次世代へ継承するため、八島湿原や諏訪湖をはじめとする自然の保

全と再生、森林の健全な維持管理に努めます。 

●脱炭素型の地域づくりを進めるため、再生可能なエネルギーの導入や省エネルギーの徹底など持

続可能な仕組みを構築し、温室効果ガスの排出抑制に向けた取組を推進します。 

●豊かでゆとりあるまちを目指して、公共の福祉を優先しつつ総合的かつ計画的な土地利用を進め、

都市の健全な発展と秩序ある整備を図るとともに、地域資源を活用したまちづくりを促進し、コンパ

クトで暮らしやすい都市の形成を図ります。 

●安心して暮らせる環境を整え、地域の持続的な発展を実現するため、道路、上下水道、温泉などのイ

ンフラの計画的な整備と適切な保全に取り組みます。 

●自然災害に強いまちを実現するため、浸水や土砂災害等のリスクに対応したインフラの計画的な整

備と保全を推進します。 

●美しく住みよいまちを目指して、空き家の利活用・適正な維持管理、衛生環境の向上を推進するとと

もに、地域公共交通の充実や循環型社会の構築、公園や緑地の充実に努め、誰もが安心かつ快適

に暮らせる住環境の整備と保全に取り組みます。
 

 

施策の大綱２ 進んで教養を深め、かおり高い文化を創造するまち 『教育環境・文化振興』

 すべての町民が主体的に学べる環境を整え、学びや交流を通じて豊かな感性を育み、人とのつなが

りを広げながら、町の伝統文化の継承や新たな文化活動の創造により魅力あるまちづくりを進めます。 

 ●地域社会全体で未来を担うこどもたちの感性と主体的な学びを育み、誰一人取り残されることなく

質の高い教育を受けられるよう小中学校の適正な規模や配置などの検討を進め、教育環境や施

設・設備の計画的な整備とあわせて、将来にわたって持続可能な学校教育の充実を図ります。 

●公民館講座や地域活動を充実させ、主体的な学びにより教養を深めるとともに、誰もが生きがいを

もって自分らしく過ごせる居場所づくりや多世代交流を進めます。 

●町民誰もが生涯にわたって学び、質の高い文化的で充実した生活を送れるよう、文化的資料の集積

と学術機能の強化を通じて、多様な学びの機会を創出します。 

●町が育んできた特色ある伝統文化の継承や活用を進めるとともに、新たな文化の創造や文化芸術

活動を支援します。 

●誰もが気軽に文化芸術に触れ、創造し、参加や交流を楽しめる機会を広げることで、暮らしの中に彩

りとにぎわいをもたらし、心豊かに過ごせるまちを目指します。 

●国内外の地域との交流を通じて町の魅力を再発見し、地域への関心を高めるとともに、多様な文化

や価値観への理解を深め、豊かな感性を育みます。
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 施策の大綱３ 心身をきたえ、たくましく明るい健康なまち 『健康づくり・福祉の推進』

 健康寿命の延伸と健康格差の縮小を図るとともに、住民ニーズやライフステージに配慮した支援が

できるよう、関係機関と連携・協力して地域福祉を総合的に推進し、いきいきと心豊かに暮らし続けら

れるまちづくりを進めます。 

 ●こどもから高齢者まで誰もが生涯にわたって、気軽に運動・スポーツに親しめる環境づくりに努め 
ます。 

●住民主体の健康づくりのために健(検)診や保健指導の充実を図るほか、生涯を通じて健康的な生

活習慣を身につけられるよう、食環境の整備に向けた各事業を展開します。 

●医療機関との連携体制を密にし、誰もが安心して医療を受けられる体制を整備するとともに、救急・

周産期医療などの包括的な保健医療提供体制の充実に努めます。 

●保健事業や介護予防事業を充実させることで医療費の抑制に努め、国民健康保険、後期高齢者医

療保険、介護保険などの社会保障制度の安定運営を目指します。 

●妊娠、出産、子育てに係る経済的負担や育児の負担感、仕事との両立など、ライフステージに応じた

不安や悩みに寄り添い、保護者の孤立を防ぎ、妊娠から子育て期を切れ目なく支援します。 

●高齢者の自立や社会参画への支援に加え、住み慣れた地域で安心して暮らし続けていくための体

制づくりを推進します。 

●障がいのある方が安心して暮らせるよう、地域の誰もが障がいへの理解を深め、地域と人が支えあ

い、ともに生きるまちづくりを推進します。関係機関と協働・連携し、経済的に困窮する家庭など支援

を必要とする方に、ニーズに合った適切なサービスを提供します。
 

 

施策の大綱４ 仕事に誇りをもち、産業の栄える活力あるまち 『産業振興・人材活躍』

 町の経済基盤である産業の活性化を図るため、働きがいのある雇用の創出や多様な人材の育成に

努めるとともに、交流・定住人口の拡大と合わせて、持続可能な成長と活力あるまちづくりを進めます。 

 ●農地などの適切な管理及び活用を推進し、人材不足等の環境変化に対応しながら、農業の振

興を図り、産業の維持継続を支援します。 

●地域経済の活性化と持続的な発展に向けて、企業との連携を強化し、デジタル関連産業など

の誘致を推進するとともに企業の経営支援、販路開拓等に取り組みます。 

●商業活動の活性化に向けて、地域ニーズや新たな需要を取り込み、商業の魅力を向上させる

とともに若者や意欲ある事業者への支援を行うなど持続的な成長を支援します。 

●観光による地域社会、経済の好循環を目指し、町民や地域事業者等とともに受入れ環境を整

え、町の魅力を活用した高付加価値な旅を提案し、観光誘客を推進します。 

●地域で活躍する人材の育成と定着を図るため、誰もが働きやすい就労環境の整備と地域の担

い手となる多様な人材確保・就業支援に取り組みます。 

●活力ある元気なまちづくりに向けて、町の魅力を発信することで関係人口の拡大を図り、地

域ならではの資源を活用した交流・体験の充実により、町への愛着を育み、移住定住の促進を

図ります。
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 施策の大綱５　思いやりの心をもち、うるおいと安らぎのある住みよいまち 『安全・相互理解・連携』

 町民一人ひとりの安心安全への取組を進めるとともに、多様な価値観を尊重し合いながら相互理

解を深め、地域、官民、市町村間をはじめとする様々な連携を強化して、支え合う協働のまちづくりを進

めます。 

 ●災害への備えとして、一般住宅等の耐震化を推進するとともに、防災訓練の実施、地域防災リーダー

の育成、消防団や諏訪広域消防との連携体制の強化、消防資機材の整備等に取り組みます。 

●犯罪や交通事故の未然防止に向け、町民や関係団体と連携した安全対策や啓発活動を推進し、意

識の向上と被害の抑制を図ります。 

●消費者の権利と安全を守るため、情報提供・啓発活動を推進するとともに、高齢者や買い物困難者

への支援や地域に根ざした相談体制の充実を図ります。 

●町民と必要な情報を共有できるよう効果的な情報提供と町民意見の把握に努め、情報技術の活用

を推進するとともに、個人情報保護の徹底に取り組みます。 

●生活のあらゆる場面において、多様なあり方を認め、互いを尊重し合い、一人ひとりが豊かな人生を

送れる人権感覚の醸成に取り組みます。 

●平和の尊さ、恒久平和の願いを次世代に繋ぐ取組を通じ、平和を愛する人づくりに努めます。 

●町の特色を生かした魅力と活力ある地域社会をつくるため、誰もが気軽に地域活動へ参画できる環

境づくりに努めるとともに、住民主体の多様な事業を支援します。 

●住民ニーズに適切かつ効率的に対応するため、広域連合、一部事務組合による事務の共同処理を

はじめ、広域的課題の解決に向けて、関係機関との連携を強化します。
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